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令和３年度答申第８号 

令和３年５月１７日 

 

諮問番号 令和３年度諮問第２号（令和３年４月１４日諮問） 

審 査 庁 厚生労働大臣 

事 件 名 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求却下処分に関する件 

 

答  申  書 

 

審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 

 

結     論 

 

本件審査請求は棄却すべきであるとの諮問に係る審査庁の判断は、

妥当である。 

 

理     由 

 

第１ 事案の概要 

本件は、審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）が、父のＰ（以下

「父Ｐ」という。）は軍人軍属又は準軍属として死亡したと主張して、Ａ知事

（以下「処分庁」という。）に対し、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給

法（昭和４０年法律第１００号。以下「特別弔慰金支給法」という。）３条本

文の規定に基づき、父Ｐに係る特別弔慰金の請求（以下「本件請求」という。）

をしたところ、処分庁が、父Ｐは「いわゆる終戦後の引揚途上の死亡」と判断

されるので、軍人軍属又は準軍属の身分を有していたとは認められないとして、

本件請求を却下する処分（以下「本件却下処分」という。）をしたことから、

審査請求人がこれを不服として審査請求をした事案である。 

１ 関係する法令等の定め 

⑴ 特別弔慰金支給法３条本文は、戦没者等の遺族には、特別弔慰金を支給

すると規定しているところ、この「戦没者等の遺族」とは、死亡した者の

死亡に関し、平成２７年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭
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和２７年法律第１２７号。以下「遺族援護法」という。）による弔慰金を

受ける権利を取得した者をいうとされている（特別弔慰金支給法２条１

項）。そして、遺族援護法３４条１項は、昭和１２年７月７日以後におけ

る在職期間内に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和１６年

１２月８日以後に死亡した軍人軍属又は軍人軍属であった者の遺族に対し、

弔慰金を支給すると規定している。また、遺族援護法３４条３項は、昭和

１２年７月７日以後に公務上負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和

１６年１２月８日以後に死亡した準軍属又は準軍属であった者の遺族に対

し、弔慰金を支給すると規定し、同条４項は、前項の規定の適用について

は、準軍属としての勤務に関連する負傷又は疾病で公務上の負傷又は疾病

でないものは、公務上の負傷又は疾病とみなすと規定している。 

⑵ 遺族援護法２条１項は、上記⑴の「軍人軍属」とは、①恩給法の一部を

改正する法律（昭和２１年法律第３１号）による改正前の恩給法（大正１

２年法律第４８号）１９条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は

海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者（同項１号）、②もとの陸軍又

は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう人、工員又は鉱員（同項２号）、

③旧国家総動員法（昭和１３年法律第５５号）に基づいて設立された船舶

運営会の運航する船舶の乗組船員（同項３号）、④もとの陸軍又は海軍の

指揮監督の下に上記①から③までに掲げる者の業務と同様の業務に専ら従

事中の南満洲鉄道株式会社の職員及び政令で定めるこれに準ずる者（同項

４号）をいうと規定している。 

 ア 上記①の「もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者」

とは、「陸海軍部内文官」と「従軍文官」（「戦時又ハ事変ニ際シ臨時

特設ノ部局又ハ陸海軍ノ部隊ニ配属セシメラレタル文官補闕ノ件」（明

治３８年勅令第４３号。以下「文官補闕ノ件」という。）に規定する文

官で軍事行動に服したものをいう。以下同じ。）のことであり、文官補

闕ノ件が規定する文官には、朝鮮総督府技手が含まれている。 

 イ 上記④の「政令で定めるこれに準ずる者」とは、戦傷病者戦没者遺族

等援護法施行令（昭和２７年政令第１４３号。以下「遺族援護法施行令」

という。）１条が(ｱ)もとの陸軍又は海軍の指揮監督の下に遺族援護法２

条１項１号から３号までに掲げる者の業務と同様の業務に専ら従事中の

華北交通株式会社等の９法人の職員、(ｲ)昭和１８年６月２６日以後北方

緊急軍土建事業に従事中の勤労挺身隊の隊員、(ｳ)もとの海軍の指揮監督
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の下に防空、洋上監視等の軍事任務に従事中の漁船の船員、(ｴ)上記(ｱ)

から(ｳ)までに掲げる者と同視すべき者として厚生労働大臣が指定する者

をいうと規定している。そして、上記の「厚生労働大臣が指定する者」

とは、もとの陸軍又は海軍の特務機関等の指揮監督の下に情報業務等に

従事中の者、もとの陸軍の特務機関等の指揮監督の下に情報業務等に従

事中の満州に所在していた国策会社の職員、もとの陸軍の指揮監督の下

に、国境警備勤務に従事中の満州国国境警察隊の隊員、情報業務等に従

事中の満州国国務院警務総局分室の職員、日本軍の軍事郵便業務に従事

中の満州国交通部郵政総局の職員及び宣撫工作等に従事中の中華民国新

民会の職員並びにもとの陸軍又は海軍の指揮監督の下に中華民国軍隊の

育成指導に従事中の中華民国軍事顧問部の職員をいうとされている（昭

和３８年５月２日付け援発第３５１号厚生省援護局長通知「戦傷病者戦

没者遺族等援護法等の一部を改正する法律の施行について」の第４の３

の⑶）。 

⑶ 遺族援護法２条３項は、上記⑴の「準軍属」とは、①旧国家総動員法４

条に基づく被徴用者及び同法５条の規定に基づく総動員業務の協力者等、

②もとの陸軍又は海軍の要請に基づく戦闘参加者、③国民義勇隊の隊員、

④満州開拓青年義勇隊の隊員、⑤旧特別未帰還者給与法（昭和２３年法律

第２７９号）１条に規定する特別未帰還者、⑥もとの陸軍又は海軍部内の

有給の嘱託員、雇員、傭人、工員又は鉱員等をいうと規定している。 

ア 上記①の「被徴用者」とは、旧国民徴用令（昭和１４年勅令第４５１

号）による徴用令書の交付を受けて国が行う総動員業務に従事した者、

旧軍需会社法（昭和１８年法律第１０８号）又は旧軍需充足会社令（昭

和２０年勅令第３６号）により軍需会社又は軍需充足会社に指定された

会社の従業員であって現職のまま徴用されたものとみなされたもの等を

いい、上記①の「総動員業務の協力者」とは、旧学徒勤労令（昭和１９

年勅令第５１８号）による学徒、旧女子挺身勤労令（昭和１９年勅令第

５１９号）による女子挺身隊員、旧国民勤労報国協力令（昭和１６年勅

令第９９５号）による国民勤労報国隊員等をいう。 

イ 上記②の「戦闘参加者」とは、「もとの陸軍又は海軍より戦闘に参加

することの要請又は指示を受けて戦闘に参加し、これにより戦死、戦傷

死又は戦病死した者」及び「もとの陸軍又は海軍より作戦任務を課せら

れ、その任務遂行中敵又は敵対行為を行う者と交戦（自衛のための交戦
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を含む。）し、これにより戦死又は戦傷死した者」をいうとされている

（昭和２８年４月１６日付け援護第２６０号引揚援護庁援護局長通知

「戦傷病者戦没者遺族等援護法第３４条第２項に規定するもとの陸軍又

は海軍の要請に基づいて戦闘に参加した者に関する弔慰金請求手続等に

ついて」（以下「戦闘参加者通知」という。）の記１）。 

ウ 上記⑤の「特別未帰還者」とは、旧特別未帰還者給与法１条が「もと

の陸海軍に属していない者で昭和２０年９月２日から引き続き海外に在

つてまだ帰国せず、且つ、ソビエト社会主義共和国連邦、樺太、千島、

北緯３８度以北の朝鮮、関東州、満洲又は中国本土（主務大臣が指定す

る地域を除く。）の地域内において、ソビエト社会主義共和国連邦の地

域内の未復員者と同様の実情にあるものをいう。」と規定している。そ

して、上記の「ソビエト社会主義共和国連邦の地域内の未復員者と同様

の実情にあるもの」とは、「軍の第一線機関に強制留用されていた者、

政治犯等の容疑をもつて逮捕監禁若しくは投獄されていた者等その者の

身柄が全面的に国家権力の支配下に置かれ、その間その者の生活全般に

わたり極度の規制を受けていたことが明白であると認められるもの」を

いうとされている（昭和３０年２月１５日付け援発第１８４号厚生省引

揚援護局長通知「戦傷病者戦没者遺族等援護法第３４条第４項に規定す

る特別未帰還者に係る弔慰金の請求手続等について」（以下「特別未帰

還者通知」という。）の記２）。 

  ⑷ 遺族援護法３６条１項によれば、弔慰金を受けるべき上記⑴の「戦没者等

の遺族」の順位は、配偶者が第１順位、子が第２順位とされている。 

２ 事案の経緯 

各項末尾掲記の資料によれば、本件の経緯は、以下のとおりである。 

⑴ 父Ｐは、明治４０年ａ月ｂ日に出生し、昭和１７年１２月５日に朝鮮総

督府鉄道局技手に任ぜられてＢ機関区検査掛兼機関士を命ぜられた後、昭

和１８年１２月１日に朝鮮総督府交通局官制施行により朝鮮総督府交通局

技手に任ぜられ、昭和１９年４月１日にはＢ機関区運転助役を命ぜられた

が、昭和２１年２月２日にＣ地日本人委員会において死亡した。父Ｐの官

職名は、死亡当時も朝鮮総督府交通局技手であった。この間、父Ｐは、昭

和９年９月１７日にＱ（以下「母Ｑ」という。）と婚姻をし、昭和１４年

ｃ月ｄ日、父Ｐと母Ｑとの間に審査請求人が出生した。 

なお、母Ｑは、平成２０年１２月１４日に死亡した。 
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（除籍謄本（戸主：Ｒ）、父Ｐの死亡届、父Ｐの履歴書、外務省大臣官房人

事課長作成の「事實証明書」、母Ｑの除籍全部事項証明書） 

⑵ 審査請求人は、平成２７年７月２１日、住所地（Ｄ地）を経由して、処

分庁に対し、特別弔慰金支給法３条本文の規定に基づき、父Ｐに係る特別

弔慰金の請求（本件請求）をした。 

（戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書） 

⑶ 処分庁は、令和元年７月３日付けで、審査請求人に対し、「死亡したＰ

殿は「いわゆる終戦後の引揚途上の死亡」と判断されるので、「軍人、軍

属又は準軍属であること」という身分に関する弔慰金の要件を満たしてお

りませんので、あなたは特別弔慰金を受ける権利を有しません。」との理

由を付して、本件請求を却下する処分（本件却下処分）をした。 

（却下通知書） 

⑷ 審査請求人は、令和元年８月２８日、審査庁に対し、本件却下処分を不

服として本件審査請求をした。 

（審査請求書） 

⑸ 審査庁は、令和３年４月１４日、当審査会に対し、本件審査請求は棄却

すべきであるとして本件諮問をした。 

（諮問書、諮問説明書） 

３ 審査請求人の主張の要旨 

父Ｐは、陸軍文官技手として軍とともに昭和２０年８月１５日の終戦まで

戦い、Ｃ地収容所において病死したから、軍属又は準軍属（特別未帰還者）

に該当する。また、父Ｐが陸軍技手として靖国神社に合祀され、勲八等瑞宝

章を受章したのは、父Ｐの死亡が戦没死であったからである。したがって、

「軍人、軍属又は準軍属であること」という身分に関する弔慰金の要件を満

たさないという却下理由は受け入れることができない。本件却下処分の取消

しを求める。 

第２ 諮問に係る審査庁の判断 

１ 審査請求人から提出された資料を検討すると、まず、死亡届に添付された

資料によれば、父Ｐは、朝鮮総督府交通局技手として、昭和２１年２月２日

にＣ地日本人委員会において死亡している。 

次に、非現業共済組合連合会理事長発行の年金証書によれば、父Ｐは、朝

鮮総督府交通局に所属し、母Ｑは、父Ｐの妻として、昭和２８年１月１日付

けで、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法（昭和２
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５年法律第２５６号）により遺族年金の裁定を受けている。 

その他、父Ｐが勲八等瑞宝章を受章したことの資料として、父Ｐに対する

勲記が提出されている。 

２ 総務省からの回答によると、母Ｑは、恩給法（大正１２年法律第４８号）

に規定する公務扶助料の裁定を受けている。ただし、同法においては、朝鮮

総督府交通局技手は、文官に該当し、同法に規定する文官とは、官に在る者

又は国会議員であって警察監獄職員にあらざるもの（戦前の判任官以上（高

等官、勅任官、奏任官、判任官）、府や省庁等の事務官、技官、教官等など）

をいうとされている。 

そして、死亡届の根拠資料となった昭和２７年７月２日付けの外務省大臣

官房人事課長作成の「事實証明書」には、「元朝鮮総督府交通局技手 Ｐ 

右者 朝鮮総督府Ｅ地方交通局Ｂ機関区運転助役として勤務中終戦となり、

母國へ歸還の途Ｃ地にて集團生活を為してゐたが、當時蔓延せる再歸熱に罹

り昭和２１年２月２日Ｃ地日本人委員会に於て死亡したる事を証明する」と

記載されている。 

３ その他、審査庁が保管する資料のうち、旧陸軍人事関係資料には、父Ｐに

関する記録はなく、北朝鮮関係資料及び引揚関係資料等に記載のある事項も

含めた調査結果及び審査請求人から提出された資料並びに処分庁が保管する

資料により、父Ｐの身分について検討すると、父Ｐは、遺族援護法２条１項

１号に規定する軍人又は準軍人には該当しない。また、朝鮮総督府交通局技

手は、陸海軍部内の公務員ではないから、父Ｐは、陸海軍部内文官に該当し

ないし、父Ｐが戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属

されたことの確認ができないから、父Ｐは、従軍文官にも該当しない。した

がって、父Ｐは、遺族援護法２条１項１号及び文官補闕ノ件による文官にも

該当しない。 

さらに、父Ｐは、遺族援護法２条１項２号から４号までに規定する軍属に

も該当しない。 

４ 次に、父Ｐが準軍属に該当するかについて検討すると、上記２の「事實証

明書」の記載によれば、父Ｐの死亡の状況は、戦闘参加者通知の要件にも、

また、特別未帰還者通知の要件にも該当しないから、父Ｐは、準軍属にも該

当しない。 

５ なお、審査請求人から提出された勲八等瑞宝章に係る勲記について調査し

たところ、当時の厚生省援護局所管の軍人軍属等の戦没者に対する叙位叙勲
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事務は、昭和３９年１月７日付けの閣議決定「戦没者の叙位及び叙勲につい

て」（以下「戦没者叙位叙勲閣議決定」という。）により開始されたが、戦

没者叙位叙勲閣議決定によれば、「叙位及び叙勲すべき者の範囲は、今次の

戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ず

ると認められる者（中略）とする。」とされており、その発令の手続は、同

局から当時の総理府賞勲局宛てに対象者を推薦して戦没者の叙位叙勲が発令

されるという流れであった。そこで、審査庁保管の推薦者名簿のうち、上記

の勲記に記載のある昭和４９年６月２６日付けで戦没者叙勲が発令された者

の推薦者名簿を調査したが、同名簿の中に父Ｐの氏名を確認することはでき

なかった。 

念のため、父Ｐが朝鮮総督府職員であったことから、旧外地官署（朝鮮総

督府、台湾総督府等）に関連する各種整理事務を所管する外務省アジア大洋

州局及び叙勲事務を所管する内閣府賞勲局に対し照会をしたところ、外務省

アジア大洋州局から、昭和４７年２月１５日付けの内閣府賞勲局総務課長依

命通知「文官等戦没者の叙勲について」に基づき、「戦時中朝鮮及び関東州

において公職にあり、終戦時においてソ連軍により攻撃を受け、あるいは収

容所に抑留中死没されたり、また避難集団生活中病死された文官に対する叙

勲」の推薦を行ったとの記録があり、父Ｐは第５回文官等戦没者叙勲の対象

者であり、その叙勲理由は「避難生活中の病死」と考えられるとの回答があ

った。また、内閣府賞勲局からも、父Ｐについては、外務省からの推薦によ

り、昭和４９年６月２６日付けで朝鮮総督府交通局技手として叙勲が発令さ

れたとの回答があった。そして、内閣府賞勲局によれば、文官等（陸海軍部

内文官及び従軍文官を除く。）戦没者叙勲は、戦没者叙位叙勲閣議決定に基

づく文官等戦没者叙勲事務取扱要領により行われたものであり、父Ｐも、こ

の要領に基づき文官等として推薦され、叙勲が発令されたものと考えられる

とのことであった。 

 ６ 以上によれば、父Ｐは、遺族援護法２条１項に規定する軍人軍属にも、また、

同条３項に規定する準軍属（戦闘参加者、特別未帰還者）にも該当しないか

ら、審査請求人は、特別弔慰金支給法に基づく特別弔慰金の支給を受ける権

利を有していない。 

７ したがって、本件却下処分は適正であり、本件審査請求は理由がないから

棄却すべきものと考える。 

８ なお、審理員意見書も、以上と同旨の理由を述べた上で、本件却下処分は
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違法又は不当なものとは認められず、本件審査請求は理由がないから棄却す

べきであるとしている。 

第３ 当審査会の判断 

１ 本件諮問に至るまでの一連の手続について 

⑴ 一件記録によると、本件請求から本件諮問に至るまでの各手続に要した 

期間は、次のとおりである。 

本件請求の受付（住所地）     ：平成２７年７月２１日 

（処分庁）     ：同年１１月９日 

          （住所地による受付から約３か月半） 

厚生労働省宛ての照会①（処分庁） ：平成２８年７月６日付け 

処分庁宛ての回答①（厚生労働省） ：平成２９年２月６日付け 

（処分庁による照会から７か月） 

厚生労働省宛ての照会②（処分庁） ：同月２７日付け 

処分庁宛ての回答②（厚生労働省） ：平成３０年１月１５日付け 

（処分庁による照会から約１０か月

半） 

本件却下処分            ：令和元年７月３日 

（本件請求の処分庁による受付から

約３年８か月） 

本件審査請求の受付（審査庁）   ：同年８月２８日 

弁明書の提出期限         ：同年１１月１０日 

当初の弁明書の受付         ：同月１１日 

再提出された弁明書の受付      ：令和２年３月３０日 

（弁明書の提出期限から約４か月半） 

再提出された弁明書の副本の送付  ：同年５月２６日 

（再提出された弁明書の受付から約

２か月） 

反論書の提出期限         ：同年６月２６日 

審理員意見書の提出         ：同年１２月２３日 

（反論書の提出期限から約６か月） 

本件諮問              ：令和３年４月１４日 

（審理員意見書の提出から約４か月、

本件審査請求の審査庁による受付
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から約１年７か月半） 

⑵ そうすると、本件では、処分庁において、本件請求の受付から本件却下

処分までに約３年８か月もの長期間を要している。このうち、約１年５か

月半は、処分庁からの２回にわたる照会に対し審査庁が回答をするのに要

した期間（１回目は７か月、２回目は約１０か月半）であるが、その回答

内容は、１回目は、父Ｐについて弔慰金等の審査裁定記録はなく、提出さ

れた資料では、父Ｐは遺族援護法に規定する軍人軍属又は準軍属としての

公務上の傷病又は勤務に関連する傷病により死亡したものと認めることは

困難であるというものであり、２回目は、母Ｑに対する公的扶助料の裁定

資料を確認したところ、父Ｐの死亡は「いわゆる終戦後の引揚途上の死亡」

と判断されるので、１回目で回答したとおり、遺族援護法に規定する軍人

（従軍文官）又は準軍属（特別未帰還者）としての死亡と認めることは困

難であるというものである（平成２９年２月６日付けの審査庁からの事務

連絡「特別弔慰金請求に係る弔慰金受給権者について（回答）」、平成３

０年１月１５日付けの審査庁の事務連絡「特別弔慰金請求に係る弔慰金受

給者について（回答）」）から、審査庁は、照会に対して回答をするのに

期間を要し過ぎたといわざるを得ない。 

また、本件では、審査庁において、①弁明書の提出期限から再提出された

弁明書の受付までに約４か月半、②再提出された弁明書の受付から審査請求

人に対するその副本の送付までに約２か月、③反論書が提出されずにその提

出期限を徒過して審理員意見書が提出されるまでに約６か月、④審理員意見

書の提出から本件諮問までに約４か月の期間を費やした結果、本件審査請求

の受付から本件諮問までに約１年７か月半もの長期間を要している。上記①

から④までの各手続のうち、上記②及び③の各手続に期間を要したことにつ

いては、特段の理由があったとは認められないから、審査庁においては、審

査請求事件の進行管理の仕方を改善する必要がある。そして、上記①の手続

の期間を要したのは、当初の弁明書の記載内容が簡単すぎたため、その記載

内容を加筆修正した弁明書の再提出が必要になったからであり、上記④の手

続に期間を要したのは、審理員による審理手続において本件の検討に必要な

資料が十分に収集されていなかったため、審査庁において追加の資料収集と

その検討をする必要があったからであると考えられる。審査庁においては、

弁明書の再提出や審理員による審理手続の終結後に追加の資料収集や検討が

必要となり、審理手続が長期化する事態が生じないようにするため、審理員
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に対する研修の実施など、審査請求事件の審理を充実させる方策を検討する

必要がある。 

⑶ 上記⑵で指摘した点以外では、本件諮問に至るまでの一連の手続に特段

違法又は不当と認めるべき点はうかがわれない。 

２ 本件却下処分の違法性又は不当性について 

⑴ 本件では、父Ｐが遺族援護法２条１項に規定する「軍人軍属」又は同条

３項に規定する「準軍属」に該当するかが問題となっている。 

⑵ そこで、まず、父Ｐが遺族援護法２条１項１号に規定する「軍人」に該

当するかを検討する。 

  遺族援護法２条１項１号に規定する「軍人」には、軍人、準軍人のほかに、

陸海軍部内文官と従軍文官が含まれる（上記第１の１の⑵）が、父Ｐの官

職名は、死亡当時も朝鮮総督府交通局技手であった（上記第１の２の⑴）

から、父Ｐが該当する可能性があるのは、従軍文官である。 

朝鮮総督府技手は、文官補闕ノ件が規定する文官に含まれている（上記第

１の１の⑵のア）が、一件記録を精査しても、父Ｐが戦時又は事変に際し臨

時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属させられ、軍事行動に服したことを確

認することができる資料は見当たらない。そこで、当審査会が、審査庁に対

し、朝鮮総督府に係る従軍文官名簿の有無について照会したところ、審査庁

から、当該名簿の有無は、それが作成されたか否かも含めて不明であるとの

回答があった（令和３年４月２８日付けの事務連絡）。 

したがって、父Ｐが遺族援護法２条１項１号に規定する「軍人」であった

と認めることはできない。 

  ⑶ 次に、父Ｐが遺族援護法２条１項２号から４号までに規定する「軍属」に

該当するかを検討する。 

    上記⑵のとおり、父Ｐの官職名は、死亡当時も朝鮮総督府交通局技手で

あったから、父Ｐは、もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、よう

人、工員又は鉱員（遺族援護法２条１項２号）にも、旧国家総動員法に基づ

いて設立された船舶運営会の運航する船舶の乗組船員（同項３号）にも、南

満州鉄道株式会社の職員（同項４号前段）にも該当しない。また、父Ｐは、

遺族援護法施行令１条が規定する遺族援護法２条１項４号後段の「政令で定

めるこれに準ずる者」（上記第１の１の⑵のイ）にも該当しない。 

    したがって、父Ｐが遺族援護法２条１項２号から４号までに規定する

「軍属」であったと認めることもできない。 
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  ⑷ さらに、父Ｐが遺族援護法２条３項に規定する「準軍属」に該当するかを

検討すると、父Ｐが該当する可能性があるのは、同項２号に規定する「戦闘

参加者」又は同項５号に規定する「特別未帰還者」である。 

ア 戦闘参加者について 

  遺族援護法２条３項２号に規定する「戦闘参加者」とは、戦闘参加者

通知によれば、「もとの陸軍又は海軍より戦闘に参加することの要請又

は指示を受けて戦闘に参加し、これにより戦死、戦傷死又は戦病死した

者」及び「もとの陸軍又は海軍より作戦任務を課せられ、その任務遂行

中敵又は敵対行為を行う者と交戦（自衛のための交戦を含む。）し、こ

れにより戦死又は戦傷死した者」をいうとされている（上記第１の１の

⑶のイ）が、一件記録を精査しても、父Ｐが戦闘に参加し、又は交戦し

たことを確認することができる資料は見当たらない。 

  かえって、外務省大臣官房人事課長作成の「事實証明書」には、父Ｐ

は、「朝鮮総督府Ｅ地方交通局Ｂ機関区運転助役として勤務中終戦とな

り、母國へ歸還の途Ｃ地にて集團生活を爲してゐたが、當時蔓延せる再

歸熱に罹り昭和２１年２月２日Ｃ地日本人委員会に於て死亡した」と記

載されている。 

   したがって、父Ｐは、戦闘参加者であったと認めることはできない。 

 イ 特別未帰還者について 

   遺族援護法２条３項５号に規定する「特別未帰還者」に該当するため

には、特別未帰還者通知によれば、「軍の第一線機関に強制留用されて

いた者、政治犯等の容疑をもつて逮捕監禁若しくは投獄されていた者等

その者の身柄が全面的に国家権力の支配下に置かれ、その間その者の生

活全般にわたり極度の規制を受けていたことが明白であると認められる

もの」でなければならない（上記第１の１の⑶のウ）が、一件記録を精

査しても、父Ｐが強制留用、逮捕監禁又は投獄等されたことを確認する

ことができる資料は見当たらない。 

   なお、審査請求人が父ＰはＣ地収容所において病死したと主張してい

る（上記第１の３）ことから、当審査会が、審査庁に対し、Ｃ地収容所

の存否及び収容者名簿の有無について照会をしたところ、審査庁から、

Ｃ地収容所は存在していたが、収容者名簿は引き継がれていないとの回

答があった（令和３年４月２８日付けの事務連絡）。 

   かえって、上記アの「事實証明書」には、父Ｐは、我が国への帰還の
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途上、Ｃ地において集団生活をしていたところ、Ｃ地日本人委員会にお

いて病死したと記載されている。上記のとおり、Ｃ地収容所は、存在し

ていたにもかかわらず、父Ｐの死亡場所がＣ地収容所と記載されていな

いのであるから、父Ｐの死亡場所はＣ地収容所ではないと考えるのが相

当である。 

審査請求人は、朝鮮総督府交通局関係者の終戦１０周年慰霊祭での元Ｆ

局長の挨拶文や父Ｐの元同僚の妻の手紙を提出し、父ＰがＣ地収容所に収

容されていたと主張するようである（審査請求書の別紙「審査請求の趣旨

及び理由」）が、これらの資料は、父ＰがＣ地収容所に収容されていたこ

とについて直接言及しているものではない。 

したがって、父Ｐは、特別未帰還者であったと認めることはできない。 

ウ 以上によれば、父Ｐが遺族援護法２条３項に規定する「準軍属」であ

ったと認めることもできない。 

⑸ なお、審査請求人は、父Ｐが勲八等瑞宝章を受章したのは、父Ｐの死亡

が戦没死であったからであると主張している（上記第１の３）。 

  審査庁が、審理員から審理員意見書の提出を受けた後に、内閣府賞勲局

及び外務省アジア大洋州局に対し、父Ｐに対する叙勲について照会をした

ところ、内閣府賞勲局から、父Ｐに対する叙勲は、外務省から朝鮮総督府

交通局技手として推薦され、発令されたものであるとの回答があり（令和

３年３月４日付けの内閣府賞勲局総務課長からの回答）、外務省アジア大

洋州局からも、父Ｐに対する叙勲は、「戦時中朝鮮及び関東州において公

職にあり、終戦時においてソ連軍により攻撃を受け、あるいは収容所に抑

留中死没されたり、また避難集団生活中病死された文官」に対するもので

あり、父Ｐの叙勲理由は、「避難生活中の病死」であると考えられるとの

回答があった（同月３日付けの外務省アジア大洋州局地域政策参事官室か

らの回答）。 

   そうすると、父Ｐに対する叙勲は、父Ｐが朝鮮総督府交通局技手（文官）

として避難生活中に病死したことに対するものであるから、父Ｐが勲八等

瑞宝章を受章していることをもって、父Ｐの死亡が戦没死であったと認め

ることはできず、審査請求人の上記主張は、採用することができない。 

⑹ 上記⑵から⑸までで検討したところによれば、父Ｐが遺族援護法２条１

項に規定する「軍人軍属」又は同条３項に規定する「準軍属」であったと

認めることはできないから、本件却下処分が違法又は不当であるとはいえ
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ない。 

３ まとめ 

以上によれば、本件審査請求は理由がないから棄却すべきであるとの諮問

に係る審査庁の判断は、妥当である。 

よって、結論記載のとおり答申する。 

 

行政不服審査会 第１部会 

委   員   原           優 

委   員   野 口   貴 公 美 

委   員   村   田   珠   美 
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